
目
　
　
　
次

規
　
　
　
則

○
山
梨
県
立
障
害
者
支
援
施
設
設
置
及
び
管
理
条
例
施
行
規
則
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一

○
山
梨
県
公
有
財
産
事
務
取
扱
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
四

山
梨
県
社
会
福
祉
士
及
び
介
護
福
祉
士
修
学
資
金
貸
与
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す

○
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
…
…
…
四

る
規
則

○
山
梨
県
立
育
精
福
祉
セ
ン
タ
ー
管
理
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
四

山
梨
県
土
地
改
良
財
産
の
管
理
及
び
処
分
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
及
び
山
梨
県
営
土
地

○
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
…
…
…
五

改
良
事
業
分
担
金
徴
収
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

○
山
梨
県
景
観
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
五

山
梨
県
特
定
公
共
賃
貸
住
宅
設
置
及
び
管
理
条
例
施
行
規
則
及
び
山
梨
県
営
住
宅
設
置
及

○
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
…
…
…
六

び
管
理
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

○
山
梨
県
建
築
基
準
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二
三

○
山
梨
県
収
入
証
紙
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二
四

○
山
梨
県
立
農
業
大
学
校
学
則
を
廃
止
す
る
規
則
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二
四

規
　
　
　
則

山
梨
県
規
則
第
五
号

山
梨
県
立
障
害
者
支
援
施
設
設
置
及
び
管
理
条
例
施
行
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
一
年
三
月
二
十
七
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

山
梨
県
立
障
害
者
支
援
施
設
設
置
及
び
管
理
条
例
施
行
規
則

（
趣
旨
）

第
一
条

こ
の
規
則
は
、
山
梨
県
立
障
害
者
支
援
施
設
設
置
及
び
管
理
条
例
（
平
成
二
十
一
年
山
梨
県

条
例
第
八
号
。
以
下
「
条
例
」
と
い
う
。）
の
施
行
に
関
し
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

（
指
定
管
理
者
の
指
定
の
申
請
）

第
二
条

条
例
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
梨
の
実
寮
等
の
指
定
管
理
者
の
指
定
の
申
請
は
、
指
定

管
理
者
指
定
申
請
書
（
別
記
様
式
）
に
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
て
提
出
す
る
こ
と
に
よ
り
行

わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
事
業
計
画
書

二
　
収
支
計
画
書

三
　
実
施
体
制
を
記
載
し
た
書
類

四
　
団
体
の
概
要
を
記
載
し
た
書
類

五
　
定
款
又
は
こ
れ
に
準
ず
る
も
の

六
　
法
人
の
登
記
事
項
証
明
書

七
　
知
事
が
指
定
す
る
事
業
年
度
の
貸
借
対
照
表
、
資
金
収
支
計
算
書
及
び
事
業
活
動
収
支
計
算
書

又
は
こ
れ
ら
に
準
ず
る
も
の

八
　
前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
条
例
第
五
条
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
基
準
に
よ
る
指
定
管
理

者
の
選
定
の
た
め
知
事
が
必
要
と
認
め
る
書
類

（
定
員
）

第
三
条

次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
施
設
の
利
用
区
分
及
び
定
員
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
中
欄
及
び
下

欄
に
定
め
る
と
お
り
と
す
る
。

施
設

利
用
区
分

定
員

山
梨
県
立
梨
の
実
寮

一
　
条
例
第
二
条
の
生
活
介
護
を
行
う
事
業

合
計
七
〇
人

二
　
条
例
第
二
条
の
就
労
移
行
支
援
を
行
う
事
業

三
　
条
例
第
二
条
の
就
労
継
続
支
援
を
行
う
事
業

四
　
条
例
第
二
条
の
短
期
入
所
を
行
う
事
業

六
人

五
　
条
例
第
二
条
の
施
設
入
所
支
援
を
行
う
事
業

五
〇
人

山
梨
県
立
あ
さ
ひ
ワ

一
　
条
例
第
二
条
の
施
設
入
所
支
援
を
行
う
事
業

四
〇
人

ー
ク
ホ
ー
ム

二
　
条
例
第
二
条
の
就
労
移
行
支
援
を
行
う
事
業

合
計
六
〇
人

三
　
条
例
第
二
条
の
就
労
継
続
支
援
を
行
う
事
業

山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
十
六
号
　
　
平
成
二
十
一
年
三
月
二
十
七
日

定
価（
消
費
税
込
）一
箇
年
　
一
六
、八
〇
〇
円
（
郵
送
料
を
含
む
。）

一

山
梨
県
公
報
平
成
二
十
一
年

三
月
二
十
七
日

号
外
第
十
六
号

金　曜　日



山
梨
県
立
あ
け
ぼ
の

一
　
条
例
第
二
条
の
生
活
介
護
を
行
う
事
業

合
計
六
〇
人

医
療
福
祉
セ
ン
タ
ー

成
人
寮

二
　
条
例
第
二
条
の
自
立
訓
練
を
行
う
事
業

三
　
条
例
第
二
条
の
短
期
入
所
を
行
う
事
業

十
五
人

四
　
条
例
第
二
条
の
施
設
入
所
支
援
を
行
う
事
業

四
〇
人

附
　
則

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
山
梨
県
立
梨
の
実
寮
設
置
及
び
管
理
条
例
施
行
規
則
等
の
廃
止
）

２
　
次
に
掲
げ
る
規
則
は
、
廃
止
す
る
。

一
　
山
梨
県
立
梨
の
実
寮
設
置
及
び
管
理
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
五
十
三
年
山
梨
県
規
則
第
三
十
四

号
）

二
　
山
梨
県
立
あ
さ
ひ
ワ
ー
ク
ホ
ー
ム
設
置
及
び
管
理
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
五
十
八
年
山
梨
県
規

則
第
十
六
号
）

三
　
山
梨
県
立
あ
け
ぼ
の
医
療
福
祉
セ
ン
タ
ー
成
人
寮
設
置
及
び
管
理
条
例
施
行
規
則
（
平
成
十
七

年
山
梨
県
規
則
第
二
十
三
号
）

（
経
過
措
置
）

３
　
こ
の
規
則
に
よ
る
廃
止
前
の
山
梨
県
立
梨
の
実
寮
設
置
及
び
管
理
条
例
施
行
規
則
第
二
条
、
山
梨

県
立
あ
さ
ひ
ワ
ー
ク
ホ
ー
ム
設
置
及
び
管
理
条
例
施
行
規
則
第
二
条
及
び
山
梨
県
立
あ
け
ぼ
の
医
療

福
祉
セ
ン
タ
ー
成
人
寮
設
置
及
び
管
理
条
例
施
行
規
則
第
二
条
の
規
定
に
よ
り
提
出
さ
れ
た
指
定
管

理
者
指
定
申
請
書
は
、
第
二
条
の
規
定
に
よ
り
提
出
さ
れ
た
指
定
管
理
者
指
定
申
請
書
と
み
な
す
。

山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
十
六
号
　
　
平
成
二
十
一
年
三
月
二
十
七
日

二



山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
十
六
号
　
　
平
成
二
十
一
年
三
月
二
十
七
日

三

別記様式（第２条関係）



山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
十
六
号
　
　
平
成
二
十
一
年
三
月
二
十
七
日

四

山
梨
県
規
則
第
六
号

山
梨
県
公
有
財
産
事
務
取
扱
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
一
年
三
月
二
十
七
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

山
梨
県
公
有
財
産
事
務
取
扱
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

山
梨
県
公
有
財
産
事
務
取
扱
規
則
（
昭
和
三
十
九
年
山
梨
県
規
則
第
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。

第
八
条
中
「
水
道
管
」
の
下
に
「
、
自
動
販
売
機
」
を
加
え
る
。

附
　
則

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

山
梨
県
規
則
第
七
号

山
梨
県
社
会
福
祉
士
及
び
介
護
福
祉
士
修
学
資
金
貸
与
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を

次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
一
年
三
月
二
十
七
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

山
梨
県
社
会
福
祉
士
及
び
介
護
福
祉
士
修
学
資
金
貸
与
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

山
梨
県
社
会
福
祉
士
及
び
介
護
福
祉
士
修
学
資
金
貸
与
条
例
施
行
規
則
（
平
成
五
年
山
梨
県
規
則
第

五
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
三
条
を
第
十
四
条
と
し
、
第
九
条
か
ら
第
十
二
条
ま
で
を
一
条
ず
つ
繰
り
下
げ
、
第
八
条
の
次

に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
社
会
福
祉
士
に
関
す
る
特
例
）

第
九
条

条
例
第
七
条
第
一
号
の
規
則
で
定
め
る
社
会
福
祉
士
は
、
社
会
福
祉
士
及
び
介
護
福
祉
士
法

（
昭
和
六
十
二
年
法
律
第
三
十
号
）
第
四
条
に
規
定
す
る
社
会
福
祉
士
試
験
（
以
下
こ
の
条
に
お
い

て
「
試
験
」
と
い
う
。）
を
災
害
、
疾
病
、
負
傷
、
そ
の
他
や
む
を
得
な
い
事
由
に
よ
り
受
験
す
る

こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
者
又
は
試
験
に
合
格
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
者
で
あ
っ
て
、
当
該
者
か

ら
の
申
請
に
基
づ
き
翌
年
度
の
試
験
を
受
験
す
る
意
思
が
あ
る
と
知
事
が
認
め
る
も
の
と
す
る
。

別
表
中
「（
第
九
条
関
係
）」
を
「（
第
十
条
関
係
）」
に
改
め
る
。

「

第
一
号
様
式
中
　
　
　
貸
付
期
間
　
　
　
　
　
　
　
年
　
　
月
か
ら
　
　
　
　
　
　
　
年
　
　
月
ま

「

貸
付
希
望
　
　
　
　
　
　
年
　
　
月
か
ら
　
　
年
　
　
月
ま
で

期
間
・
金
額

で
　
　
　
　
　
　
を
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
入
学
準
備
金

」

就
職
準
備
金

に
改
め
る
。

円円

」

第
四
号
様
式
中
「（
３
）

貸
与
日
　
　
　
　
月
　
　
日
、

月
　
　
日
、

月
　
　
日
及
び

「（
３
）

入
学
準
備
金
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
円

月
　
　
日
」
を
　
（
４
）

就
職
準
備
金
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
円

（
５
）

貸
与
日
　
　
　
　
月
　
　
日
、

月
　
　
日
、

月
　
　
日
及

に
、「
第
１
１
条
第
１
項
」
を
「
第
１
２
条
第
１
項
）
に
改
め
る
。

び
　
　
月
　
　
日
」

第
七
号
様
式
中
「（
第
１
０
条
関
係
）」
を
「（
第
１
１
条
関
係
）」
に
、「
第
１
０
条
第
１
項
」

を
「
第
１
１
条
第
１
項
」
に
改
め
る
。

第
八
号
様
式
中
「（
第
１
１
条
関
係
）」
を
「（
第
１
２
条
関
係
）」
に
改
め
る
。

第
九
号
様
式
中
「（
第
１
１
条
関
係
）」
を
「（
第
１
２
条
関
係
）」
に
、「
第
１
１
条
第
２
項
」

を
「
第
１
２
条
第
２
項
」
に
改
め
る
。

第
十
条
様
式
中
「（
第
１
２
条
関
係
）」
を
「（
第
１
３
条
関
係
）」
に
、「
第
１
２
条
第
１
項
」

を
「
第
１
３
条
第
１
項
」
に
改
め
る
。

附
　
則

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

山
梨
県
規
則
第
八
号

山
梨
県
立
育
精
福
祉
セ
ン
タ
ー
管
理
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
一
年
三
月
二
十
七
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

山
梨
県
立
育
精
福
祉
セ
ン
タ
ー
管
理
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

山
梨
県
立
育
精
福
祉
セ
ン
タ
ー
管
理
規
則
（
昭
和
四
十
七
年
山
梨
県
規
則
第
十
六
号
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
の
表
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。



山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
十
六
号
　
　
平
成
二
十
一
年
三
月
二
十
七
日

五

利
用
区
分

定
員

一
　
条
例
第
三
条
第
一
号
の
知
的
障
害
児
施
設
支
援

七
〇
人

を
行
う
事
業

二
　
条
例
第
三
条
第
二
号
の
生
活
介
護
を
行
う
事
業

一
〇
五
人

三
　
条
例
第
三
条
第
三
号
の
短
期
入
所
を
行
う
事
業

九
人

の
う
ち
、
知
的
障
害
者
に
係
る
も
の
（
知
的
障
害

者
福
祉
法
第
十
五
条
の
四
の
規
定
に
よ
る
措
置
を

含
む
。）

四
　
条
例
第
三
条
第
三
号
の
短
期
入
所
を
行
う
事
業

一
〇
人

の
う
ち
、
障
害
児
に
係
る
も
の
（
児
童
福
祉
法
第

二
十
一
条
の
六
の
規
定
に
よ
る
措
置
を
含
む
。）

五
　
条
例
第
三
条
第
四
号
の
施
設
入
所
支
援
を
行
う

九
〇
人

事
業

別
表
中
「
障
害
者
自
立
支
援
法
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
附
則
第
五
十
八
条
第
一
項
の

規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ
り
運
営
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
さ
れ
た
知
的
障
害
者
更
生
施

設
」
を
「
障
害
者
支
援
施
設
」
に
改
め
、
同
表
入
所
定
員
の
項
中
「
四
の
項
」
を
「
一
の
項
」
に
、

「
三
の
項
」
を
「
二
の
項
及
び
五
の
項
」
に
改
め
、
同
表
入
所
手
続
の
項
中
「（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第

百
六
十
四
号
）」
を
削
り
、「
に
よ
る
」
を
「
に
よ
る
。」
に
改
め
、「（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
三

十
七
号
）」
を
削
る
。

附
　
則

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

山
梨
県
規
則
第
九
号

山
梨
県
土
地
改
良
財
産
の
管
理
及
び
処
分
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
及
び
山
梨
県
営
土
地
改
良
事
業

分
担
金
徴
収
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
一
年
三
月
二
十
七
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

山
梨
県
土
地
改
良
財
産
の
管
理
及
び
処
分
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
及
び
山
梨
県
営
土
地
改
良

事
業
分
担
金
徴
収
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

（
山
梨
県
土
地
改
良
財
産
の
管
理
及
び
処
分
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
一
条

山
梨
県
土
地
改
良
財
産
の
管
理
及
び
処
分
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
六
年
山
梨

県
規
則
第
七
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
中
「
昭
和
三
十
六
年
十
二
月
」
を
「
昭
和
三
十
六
年
」
に
改
め
る
。

第
一
条
の
二
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

十
二
　
農
地
環
境
整
備
事
業

第
四
条
中
「
第
五
条
第
一
項
」
の
下
に
「（
条
例
第
九
条
の
規
定
に
よ
り
準
用
す
る
場
合
を
含

む
。）」
を
加
え
、「
行
な
う
」
を
「
行
う
」
に
改
め
る
。

第
二
号
様
式
及
び
第
三
号
様
式
中
「
昭
和
３
６
年
１
２
月
」
を
「
昭
和
３
６
年
」
に
改
め
る
。

（
山
梨
県
営
土
地
改
良
事
業
分
担
金
徴
収
条
例
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
二
条

山
梨
県
営
土
地
改
良
事
業
分
担
金
徴
収
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
四
十
五
年
山
梨
県
規
則
第
十

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
の
二
中
第
十
四
号
を
第
十
六
号
と
し
、
第
十
三
号
を
第
十
四
号
と
し
、
同
号
の
次
に
次
の
　

一
号
を
加
え
る
。

十
五
　
農
地
環
境
整
備
事
業
　
三
分
の
一

第
一
条
の
二
中
第
十
二
号
を
第
十
三
号
と
し
、
第
三
号
か
ら
第
十
一
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
下

げ
、
第
二
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

三
　
た
め
池
等
整
備
事
業
（
地
域
た
め
池
総
合
整
備
計
画
に
基
づ
い
て
中
山
間
地
域
に
お
い
て
実

施
す
る
も
の
に
限
る
。）

四
十
五
分
の
十
七

第
二
条
に
次
の
二
号
を
加
え
る
。

十
一
　
た
め
池
等
整
備
事
業
（
地
域
た
め
池
総
合
整
備
計
画
に
基
づ
い
て
実
施
す
る
も
の
に
限

る
。）

十
二
　
農
地
環
境
整
備
事
業

附
　
則

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

山
梨
県
規
則
第
十
号

山
梨
県
景
観
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
一
年
三
月
二
十
七
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

山
梨
県
景
観
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

山
梨
県
景
観
条
例
施
行
規
則
（
平
成
二
年
山
梨
県
規
則
第
四
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。

第
十
五
条
を
第
十
六
条
と
し
、
第
十
四
条
を
第
十
五
条
と
し
、
第
十
三
条
を
第
十
四
条
と
し
、
第
十



山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
十
六
号
　
　
平
成
二
十
一
年
三
月
二
十
七
日

六

二
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
市
町
村
の
条
例
に
基
づ
き
景
観
形
成
の
た
め
に
必
要
な
措
置
が
講
じ
ら
れ
る
区
域
）

第
十
三
条

条
例
第
十
八
条
第
三
号
の
規
則
で
定
め
る
区
域
は
、
甲
府
市
の
区
域
と
す
る
。

附
　
則

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

山
梨
県
規
則
第
十
一
号

山
梨
県
特
定
公
共
賃
貸
住
宅
設
置
及
び
管
理
条
例
施
行
規
則
及
び
山
梨
県
営
住
宅
設
置
及
び
管
理
条

例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
一
年
三
月
二
十
七
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

山
梨
県
特
定
公
共
賃
貸
住
宅
設
置
及
び
管
理
条
例
施
行
規
則
及
び
山
梨
県
営
住
宅
設
置
及
び
管

理
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

（
山
梨
県
特
定
公
共
賃
貸
住
宅
設
置
及
び
管
理
条
例
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
一
条

山
梨
県
特
定
公
共
賃
貸
住
宅
設
置
及
び
管
理
条
例
施
行
規
則
（
平
成
七
年
山
梨
県
規
則
第
三

十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
中
「
二
十
万
円
以
上
六
十
万
千
円
」
を
「
十
五
万
八
千
円
以
上
四
十
八
万
七
千
円
」
に
改

め
る
。

第
十
条
第
一
項
中
イ
か
ら
ホ
ま
で
を
削
り
、
同
項
に
次
の
各
号
を
加
え
る
。

一
　
十
八
万
六
千
円
以
下

二
　
十
八
万
六
千
円
を
超
え
二
十
一
万
四
千
円
以
下

三
　
二
十
一
万
四
千
円
を
超
え
二
十
五
万
九
千
円
以
下

四
　
二
十
五
万
九
千
円
を
超
え
三
十
五
万
円
以
下

五
　
三
十
五
万
円
を
超
え
四
十
八
万
七
千
円
以
下

第
十
四
条
の
次
に
次
の
二
条
を
加
え
る
。

（
賃
貸
借
契
約
書
の
様
式
）

第
十
五
条

条
例
第
三
十
九
条
第
一
項
第
一
号
の
賃
貸
借
契
約
書
は
、
特
定
公
共
賃
貸
住
宅
駐
車
場

賃
貸
借
契
約
書
（
第
四
号
様
式
）
と
す
る
。

（
準
用
）

第
十
六
条

駐
車
場
の
管
理
に
つ
い
て
は
、
第
八
条
及
び
第
九
条
の
規
定
を
準
用
す
る
。
こ
の
場
合

に
お
い
て
、
第
八
条
中
「
第
十
五
条
第
二
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
四
十
条
第
二
項
」
と
、
第
九
条

中
「
第
十
六
条
第
三
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
四
十
三
条
に
お
い
て
準
用
す
る
条
例
第
十
六
条
第
三

項
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

第
三
号
様
式
の
次
に
次
の
一
様
式
を
加
え
る
。



山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
十
六
号
　
　
平
成
二
十
一
年
三
月
二
十
七
日

七

第４号様式（第１５条関係）



山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
十
六
号
　
　
平
成
二
十
一
年
三
月
二
十
七
日

八



山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
十
六
号
　
　
平
成
二
十
一
年
三
月
二
十
七
日

九



山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
十
六
号
　
　
平
成
二
十
一
年
三
月
二
十
七
日

一
〇

（
山
梨
県
営
住
宅
設
置
及
び
管
理
条
例
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
二
条

山
梨
県
営
住
宅
設
置
及
び
管
理
条
例
施
行
規
則
（
平
成
九
年
山
梨
県
規
則
第
四
十
九
号
）
の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
二
項
第
一
号
中
「
第
二
条
第
三
号
」
を
「
第
二
条
第
四
号
」
に
、「
以
下
」
を
「
第
十

五
条
第
一
項
第
三
号
を
除
き
、
以
下
」
に
改
め
る
。

第
十
五
条
第
一
項
第
一
号
中
「
以
下
で
」
の
下
に
「
、
か
つ
、
一
円
以
上
で
」
を
加
え
、
同
項
第

四
号
中
「
前
三
号
」
を
「
前
各
号
」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
六
号
と
し
、
同
項
第
三
号
を
同
項
第

五
号
と
し
、
同
項
第
二
号
を
同
項
第
四
号
と
し
、
同
項
第
一
号
の
次
に
次
の
二
号
を
加
え
る
。

二
　
収
入
の
額
が
零
（
当
該
額
が
零
を
下
回
る
場
合
に
は
、
零
と
す
る
。）
で
あ
る
世
帯
で
あ
る

と
き
（
次
号
に
掲
げ
る
場
合
を
除
く
。）。

三
　
地
方
税
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
九
年
総
理
府
令
第
二
十
三
号
）
第
九
条
の
二
の
三
第
一
項

第
三
号
に
規
定
す
る
収
入
の
な
い
世
帯
で
あ
る
と
き
。

第
十
五
条
第
二
項
中
「
第
一
号
に
定
め
る
」
を
「
そ
の
」
に
改
め
、
同
項
第
一
号
中
「
第
二
号
」

を
「
第
四
号
」
に
改
め
、
同
項
第
三
号
中
「
第
四
号
」
を
「
第
六
号
」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
五

号
と
し
、
同
項
第
二
号
中
「
第
三
号
」
を
「
第
五
号
」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
四
号
と
し
、
同
項

第
一
号
の
次
に
次
の
二
号
を
加
え
る
。

二
　
前
項
第
二
号
に
該
当
す
る
と
き
　
家
賃
の
百
分
の
二
十
に
相
当
す
る
額

三
　
前
項
第
三
号
に
該
当
す
る
と
き
　
家
賃
の
百
分
の
五
十
に
相
当
す
る
額

第
二
十
八
条
中
「
第
五
十
九
条
第
一
項
」
を
「
第
六
十
九
条
第
一
項
」
に
、「
及
び
第
七
条
」
を

「
、
第
七
条
及
び
第
二
十
六
条
」
に
、「
第
二
十
六
条
第
一
項
」
を
「
第
三
十
四
条
第
一
項
」
に
改

め
、
同
条
を
第
三
十
六
条
と
す
る
。

第
二
十
七
条
中
「
第
五
十
六
条
第
三
項
」
を
「
第
六
十
六
条
第
三
項
」
に
、「
第
二
十
三
号
様
式
」

を
「
第
三
十
一
号
様
式
」
に
改
め
、
同
条
を
第
三
十
五
条
と
す
る
。

第
二
十
六
条
第
一
項
中
「
第
五
十
五
条
」
を
「
第
六
十
五
条
」
に
改
め
、
同
条
を
第
三
十
四
条
と

し
、
第
二
十
五
条
の
次
に
次
の
八
条
を
加
え
る
。

（
使
用
申
込
書
）

第
二
十
六
条

条
例
第
五
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
使
用
の
申
込
み
は
、
駐
車
場
使
用
申
込
書

（
第
二
十
三
号
様
式
）
を
知
事
に
提
出
し
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
使
用
決
定
通
知
書
）

第
二
十
七
条

条
例
第
五
十
七
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
は
、
駐
車
場
使
用
決
定
通
知
書
（
第

二
十
四
号
様
式
）
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

（
賃
貸
借
契
約
書
の
様
式
）

第
二
十
八
条

条
例
第
五
十
九
条
第
一
項
第
一
号
の
賃
貸
借
契
約
書
は
、
県
営
住
宅
（
準
特
定
優
良

賃
貸
住
宅
を
除
く
。）
の
入
居
者
に
あ
っ
て
は
県
営
住
宅
駐
車
場
賃
貸
借
契
約
書
（
第
二
十
五
号

様
式
）
と
し
、
準
特
定
優
良
賃
貸
住
宅
の
入
居
者
に
あ
っ
て
は
準
特
定
優
良
賃
貸
住
宅
駐
車
場
賃

貸
借
契
約
書
（
第
二
十
六
号
様
式
）
と
す
る
。

２
　
前
項
の
賃
貸
借
契
約
書
に
は
、
使
用
者
の
印
鑑
証
明
書
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
使
用
許
可
書
）

第
二
十
九
条

条
例
第
五
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
は
、
駐
車
場
使
用
許
可
書
（
第
二
十

七
号
様
式
）
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

（
使
用
料
等
の
減
免
又
は
徴
収
猶
予
）

第
三
十
条

条
例
第
六
十
一
条
の
規
則
で
定
め
る
特
別
の
事
情
が
あ
る
場
合
は
、
使
用
者
が
生
活
保

護
法
に
よ
る
保
護
を
受
け
て
い
る
場
合
と
す
る
。

２
　
前
項
の
規
定
に
よ
り
減
免
す
る
額
は
、
知
事
が
別
に
定
め
る
額
と
す
る
。

３
　
使
用
料
の
減
免
期
間
は
、
使
用
者
の
事
情
そ
の
他
を
勘
案
し
て
決
定
す
る
。

４
　
条
例
第
六
十
一
条
の
規
定
に
よ
る
使
用
料
又
は
保
証
金
の
徴
収
猶
予
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
場

合
は
、
使
用
者
の
駐
車
場
の
使
用
料
の
支
払
能
力
が
六
月
以
内
に
回
復
す
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合

に
限
る
も
の
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
そ
の
金
額
を
適
宜
分
割
し
て
納
付
し
、
又
は
納

入
す
べ
き
期
限
を
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
使
用
料
等
の
減
免
及
び
徴
収
猶
予
の
申
請
書
等
）

第
三
十
一
条

条
例
第
六
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
使
用
料
又
は
保
証
金
の
減
免
又
は
徴
収
猶
予
を
受

け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
駐
車
場
使
用
料
等
減
免
（
徴
収
猶
予
）
申
請
書
（
第
二
十
八
号
様
式
）

を
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
知
事
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
提
出
さ
れ
た
申
請
書
に
係
る
事
項
を
承
認
し
た
と
き
は
、
書
面

に
よ
り
そ
の
旨
を
当
該
申
請
を
行
っ
た
者
に
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。

（
長
期
不
使
用
届
出
書
）

第
三
十
二
条

条
例
第
六
十
四
条
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
条
例
第
二
十
三
条
の
規
定
に
よ

る
届
出
は
、
駐
車
場
長
期
不
使
用
届
出
書
（
第
二
十
九
号
様
式
）
に
よ
り
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

（
明
渡
し
届
）

第
三
十
三
条

条
例
第
六
十
四
条
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
条
例
第
三
十
九
条
の
規
定
に
よ

る
届
出
は
、
駐
車
場
明
渡
し
届
（
第
三
十
号
様
式
）
に
よ
り
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
二
十
三
号
様
式
中
「
第
５
６
条
」
を
「
第
６
６
条
」
に
改
め
、
同
様
式
を
第
三
十
一
号
様
式
と

し
、
第
二
十
二
号
様
式
の
次
に
次
の
八
様
式
を
加
え
る
。



山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
十
六
号
　
　
平
成
二
十
一
年
三
月
二
十
七
日

一
一

第23号様式（第２６条関係）



山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
十
六
号
　
　
平
成
二
十
一
年
三
月
二
十
七
日

一
二

第24号様式（第２７条関係）



山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
十
六
号
　
　
平
成
二
十
一
年
三
月
二
十
七
日

一
三

第25号様式（第２８条関係）



山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
十
六
号
　
　
平
成
二
十
一
年
三
月
二
十
七
日

一
四



山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
十
六
号
　
　
平
成
二
十
一
年
三
月
二
十
七
日

一
五



山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
十
六
号
　
　
平
成
二
十
一
年
三
月
二
十
七
日

一
六

第26号様式（第２８条関係）



山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
十
六
号
　
　
平
成
二
十
一
年
三
月
二
十
七
日

一
七



山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
十
六
号
　
　
平
成
二
十
一
年
三
月
二
十
七
日

一
八



山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
十
六
号
　
　
平
成
二
十
一
年
三
月
二
十
七
日

一
九

第27号様式（第２９条関係）



山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
十
六
号
　
　
平
成
二
十
一
年
三
月
二
十
七
日

二
〇

第28号様式（第３１条関係）



山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
十
六
号
　
　
平
成
二
十
一
年
三
月
二
十
七
日

二
一

第29号様式（第３２条関係）



山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
十
六
号
　
　
平
成
二
十
一
年
三
月
二
十
七
日

二
二

第30号様式（第３３条関係）



山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
十
六
号
　
　
平
成
二
十
一
年
三
月
二
十
七
日

二
三

附
　
則

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
規
則
は
、
山
梨
県
特
定
公
共
賃
貸
住
宅
設
置
及
び
管
理
条
例
及
び
山
梨
県
営
住
宅
設
置
及
び

管
理
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
平
成
二
十
一
年
山
梨
県
条
例
第
二
十
七
号
）
の
施
行
の
日
か

ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
一
条
中
山
梨
県
特
定
公
共
賃
貸
住
宅
設
置
及
び
管
理
条
例
施
行
規
則
第

三
条
及
び
第
十
条
第
一
項
の
改
正
規
定
並
び
に
第
二
条
中
山
梨
県
営
住
宅
設
置
及
び
管
理
条
例
施
行

規
則
第
二
条
第
二
項
第
一
号
並
び
に
第
十
五
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
改
正
規
定
並
び
に
次
項
の
規

定
は
、
平
成
二
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
平
成
二
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
二
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
お
け
る
第
二
条
の
規

定
に
よ
る
改
正
後
の
山
梨
県
営
住
宅
設
置
及
び
管
理
条
例
施
行
規
則
第
十
五
条
第
一
項
第
一
号
及
び

第
四
号
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
第
一
号
中
「
政
令
第
二
条
第
二
項
の
表
の
上
欄
に
定
め

る
入
居
者
の
収
入
の
区
分
に
掲
げ
る
額
の
う
ち
最
低
の
額
（
以
下
「
基
準
額
」
と
い
う
。）
の
二
分

の
一
」
と
あ
る
の
は
「
六
万
千
五
百
円
」
と
、
同
項
第
四
号
中
「
基
準
額
の
二
分
の
一
」
と
あ
る
の

は
「
六
万
千
五
百
円
」
と
す
る
。

山
梨
県
規
則
第
十
二
号

山
梨
県
建
築
基
準
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
一
年
三
月
二
十
七
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

山
梨
県
建
築
基
準
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

山
梨
県
建
築
基
準
法
施
行
細
則
（
昭
和
二
十
六
年
山
梨
県
規
則
第
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。

第
二
条
の
二
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
二
条
の
二

建
設
事
務
所
の
建
築
主
事
は
、
山
梨
県
行
政
機
関
等
の
設
置
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
六

十
年
山
梨
県
条
例
第
二
号
）
第
十
六
条
第
二
項
に
規
定
す
る
建
設
事
務
所
の
所
管
区
域
ご
と
に
、
次

に
掲
げ
る
建
築
物
及
び
工
作
物
に
係
る
事
務
の
う
ち
法
の
規
定
に
よ
り
建
築
主
事
の
権
限
に
属
す
る

も
の
と
さ
れ
て
い
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
も
の
と
す
る
。

一
　
一
の
建
築
物
の
う
ち
申
請
に
係
る
部
分
の
延
べ
面
積
が
二
千
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満
で
あ
る
も
の

（
同
一
敷
地
内
に
二
以
上
の
建
築
物
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
そ
の
建
築
物
の
申
請
に
係
る
部

分
の
延
べ
面
積
が
そ
れ
ぞ
れ
二
千
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満
で
あ
る
も
の
に
限
る
。）

二
　
前
号
に
掲
げ
る
建
築
物
又
は
延
べ
面
積
が
二
千
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満
で
あ
る
既
存
の
建
築
物
に

設
け
る
法
第
八
十
七
条
の
二
に
規
定
す
る
建
築
設
備

三
　
法
第
八
十
八
条
第
一
項
及
び
第
二
項
に
規
定
す
る
工
作
物
（
令
第
百
三
十
八
条
第
二
項
に
規
定

す
る
も
の
を
除
く
。
以
下
「
工
作
物
」
と
い
う
。）

第
八
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
八
条

条
例
第
二
十
三
条
の
十
二
の
規
定
に
よ
り
確
認
申
請
手
数
料
（
計
画
通
知
手
数
料
を
含
む
。

以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。）、
完
了
検
査
申
請
手
数
料
（
完
了
検
査
通
知
手
数
料
を
含
む
。）

及
び
中
間
検
査
申
請
手
数
料
（
中
間
検
査
通
知
手
数
料
を
含
む
。）
を
減
額
し
、
又
は
免
除
す
る
率

は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
と
お
り
と
す
る
。
た
だ
し
、
確
認
申

請
手
数
料
に
つ
い
て
は
、
条
例
第
二
十
三
条
の
四
第
二
項
（
条
例
第
二
十
三
条
の
八
第
一
項
に
お
い

て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）
の
規
定
に
よ
り
条
例
第
二
十
三
条
の
四
第
一
項
（
条
例
第
二
十
三
条

の
八
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）
に
規
定
す
る
確
認
申
請
手
数
料
の
額
に
加
え
る

こ
と
と
さ
れ
て
い
る
額
に
係
る
部
分
を
除
く
。

一
　
災
害
に
よ
る
被
害
を
受
け
た
者
が
、
そ
の
復
旧
す
る
建
築
物
又
は
工
作
物
に
つ
い
て
、
災
害
の

あ
つ
た
日
か
ら
六
月
以
内
に
法
第
六
条
第
一
項
（
法
第
八
十
七
条
第
一
項
、
第
八
十
七
条
の
二
又

は
第
八
十
八
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）
の
規
定
に
よ
る

確
認
の
申
請
、
法
第
六
条
の
二
第
一
項
（
法
第
八
十
七
条
第
一
項
、
第
八
十
七
条
の
二
又
は
第
八

十
八
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）
の
規
定
に
よ
る
確
認
の

申
請
又
は
法
第
十
八
条
第
二
項
（
法
第
八
十
七
条
第
一
項
、
第
八
十
七
条
の
二
又
は
第
八
十
八
条

第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）
の
規
定
に
よ
る
計
画
の
通
知
を

す
る
場
合
　
十
割

二
　
申
請
又
は
通
知
を
す
る
者
が
他
の
地
方
公
共
団
体
（
県
の
区
域
内
に
存
す
る
も
の
に
限
る
。）

の
長
で
あ
る
場
合
（
前
号
に
該
当
す
る
場
合
を
除
く
。
）

五
割

三
　
通
知
を
す
る
者
が
山
梨
県
の
機
関
の
長
で
あ
る
場
合
　
十
割

２
　
条
例
第
二
十
三
条
の
十
二
の
規
定
に
よ
り
条
例
第
二
十
三
条
の
九
に
定
め
る
手
数
料
を
免
除
す
る

場
合
は
、
申
請
を
す
る
者
が
山
梨
県
の
機
関
の
長
で
あ
る
場
合
と
す
る
。

附
　
則

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
こ
の
規
則
の
施
行
の
日
前
に
建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
。
以
下
「
法
」
と

い
う
。）
第
六
条
第
一
項
（
法
第
八
十
七
条
第
一
項
、
第
八
十
七
条
の
二
又
は
第
八
十
八
条
第
一
項

若
し
く
は
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）
の
規
定
に
よ
る
確
認
の
申
請
又
は
法
第
六

条
の
二
第
一
項
（
法
第
八
十
七
条
第
一
項
、
第
八
十
七
条
の
二
又
は
第
八
十
八
条
第
一
項
若
し
く
は

第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）
の
規
定
に
よ
る
確
認
の
申
請
を
し
た
建
築
物
又
は
工

作
物
に
係
る
手
数
料
の
免
除
又
は
減
額
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。



発
行
者
　
　
山
　
梨
　
県
　
　
甲
府
市
丸
の
内
一
丁
目
六
番
一
号
　
　
　
　
　
印
刷
所
　
㈱
サ
ン
ニ
チ
印
刷
　
甲
府
市
北
口
二
丁
目
六
番

山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
十
六
号
　
　
平
成
二
十
一
年
三
月
二
十
七
日

二
四

山
梨
県
規
則
第
十
三
号

山
梨
県
収
入
証
紙
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
一
年
三
月
二
十
七
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

山
梨
県
収
入
証
紙
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

第
一
条

山
梨
県
収
入
証
紙
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
九
年
山
梨
県
規
則
第
十
四
号
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
四
百
九
号
の
二
の
次
に
次
の
二
号
を
加
え
る
。

四
百
九
の
三
　
完
了
検
査
通
知
手
数
料

四
百
九
の
四
　
中
間
検
査
通
知
手
数
料

別
表
第
四
百
九
十
六
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

四
百
九
十
六
　
教
育
職
員
の
普
通
免
許
状
の
授
与
等
手
数
料

別
表
第
四
百
九
十
六
号
の
次
に
次
の
六
号
を
加
え
る
。

四
百
九
十
六
の
二
　
教
育
職
員
の
普
通
免
許
状
又
は
特
別
免
許
状
の
有
効
期
間
更
新
手
数
料

四
百
九
十
六
の
三
　
教
育
職
員
の
普
通
免
許
状
又
は
特
別
免
許
状
の
有
効
期
間
延
長
手
数
料

四
百
九
十
六
の
四
　
教
育
職
員
の
更
新
講
習
修
了
確
認
手
数
料

四
百
九
十
六
の
五
　
教
育
職
員
の
修
了
確
認
期
限
延
期
手
数
料

四
百
九
十
六
の
六
　
教
育
職
員
の
更
新
講
習
受
講
免
除
手
数
料

四
百
九
十
六
の
七
　
教
育
職
員
の
免
許
状
更
新
講
習
手
数
料

別
表
第
四
百
九
十
八
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

四
百
九
十
八
　
教
育
職
員
の
臨
時
免
許
状
の
授
与
等
手
数
料

別
表
第
五
百
三
十
九
号
の
三
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

五
百
三
十
九
の
四
　
認
知
機
能
検
査
員
講
習
手
数
料

第
二
条

山
梨
県
収
入
証
紙
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
二
百
六
十
七
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

二
百
六
十
七
　
削
除

別
表
第
二
百
七
十
三
号
及
び
第
二
百
七
十
四
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

二
百
七
十
三
　
薬
局
開
設
許
可
証
、
医
薬
品
販
売
業
許
可
証
又
は
高
度
管
理
医
療
機
器
等
の
販
売

業
若
し
く
は
賃
貸
業
許
可
証
書
換
え
交
付
手
数
料

二
百
七
十
四
　
薬
局
開
設
許
可
証
、
医
薬
品
販
売
業
許
可
証
又
は
高
度
管
理
医
療
機
器
等
の
販
売

業
若
し
く
は
賃
貸
業
許
可
証
再
交
付
手
数
料

別
表
中
第
五
百
三
十
号
の
三
を
第
五
百
三
十
号
の
四
と
し
、
第
五
百
三
十
号
の
二
の
次
に
次
の
一

号
を
加
え
る
。

五
百
三
十
の
三
　
認
知
機
能
検
査
手
数
料

附
　
則

（
施
行
期
日
）

１
　
第
一
条
の
規
定
は
平
成
二
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
、
第
二
条
及
び
次
項
の
規
定
は
同
年
六
月
一
日

か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
山
梨
県
収
入
証
紙
条
例
施
行
規
則
別
表
第
二
百
七
十
三
号
及
び
第
二

百
七
十
四
号
の
規
定
は
、
薬
事
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
八
年
法
律
第
六
十
九
号
。
以

下
こ
の
項
に
お
い
て
「
改
正
法
」
と
い
う
。）
附
則
第
四
条
の
規
定
に
よ
り
改
正
法
第
一
条
の
規
定

に
よ
る
改
正
後
の
薬
事
法
第
三
十
四
条
第
一
項
の
卸
売
販
売
業
の
許
可
を
受
け
た
者
と
み
な
さ
れ
る

者
に
係
る
改
正
法
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
薬
事
法
第
二
十
六
条
第
一
項
の
許
可
の
有
効
期

間
の
残
存
期
間
に
限
り
、
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
。

山
梨
県
規
則
第
十
四
号

山
梨
県
立
農
業
大
学
校
学
則
を
廃
止
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
一
年
三
月
二
十
七
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

山
梨
県
立
農
業
大
学
校
学
則
を
廃
止
す
る
規
則

山
梨
県
立
農
業
大
学
校
学
則
（
昭
和
五
十
九
年
山
梨
県
規
則
第
二
十
七
号
）
は
、
廃
止
す
る
。

附
　
則

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
山
梨
県
立
農
業
大
学
校
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
を
廃
止
す
る
等
の
条
例
（
平
成
二
十
一

年
山
梨
県
条
例
第
三
十
号
）附
則
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
山
梨
県
立
農
業
大
学
校
が
存
続
す
る
間
は
、

こ
の
規
則
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
規
則
に
よ
る
廃
止
前
の
山
梨
県
立
農
業
大
学
校
学
則
第
二

条
か
ら
第
八
条
ま
で
、
第
十
四
条
か
ら
第
十
七
条
ま
で
、
第
十
九
条
、
第
二
十
条
、
第
二
十
六
条
か

ら
第
二
十
八
条
ま
で
、
別
表
及
び
第
三
号
様
式
か
ら
第
五
号
様
式
ま
で
の
規
定
は
、
な
お
そ
の
効
力

を
有
す
る
。


